
 

嵐山町小規模事業者等賃上げ雇用拡大支援金支給要綱 

令和８年３月１３日  

告示第 １４９ 号  

（趣旨） 

第１条 この要綱は、エネルギー価格及び原材料価格等の高騰が長期化する中、人

材獲得競争の激化等により、厳しい経営状況に置かれている中でも、雇用者のモ

チベーション向上や人材の流出阻止等のため、賃金の引上げ（以下、「賃上げ」と

いう。）や雇用者の増員を実施する町内小規模事業者等（以下「事業者」という。）

に対し、支援を行うことを目的とし、予算の範囲内において支援金を交付するこ

とについて、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 事業者等 中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号）（以下、「基本法」とい

う。）第２条に規定する中小企業者で、町内に本社又は本店を有する法人及び主

たる事業所を有する個人事業者をいう。 

(2) 雇用者 役員及びその親族並びに個人事業主と生計を一にする者を除き、雇 

用契約に基づき雇用されている正規雇用者及び非正規雇用者をいう。 

  (3) 賃金 所得税法（昭和 40 年法律第 33 号）第 28 条に規定する給与等又は労働

基準法（昭和 22 年法律第 49 号）第 11 条に規定する賃金をいう。なお、退職手

当（退職金）を除く。 

（支給対象者） 

第３条 支給対象者(以下「対象者」という。)は、事業者のうち、次の各号の全て 

に該当するものとする。 

(1) 町内に事業所を有し、支援金の支給後も町内において事業活動を継続する意 

思がある事業者であること。 

(2) 申請日現在において、町民税等に滞納がないこと。 

  (3) 雇用者が１名以上いる事業者であること。 

 (4) 雇用者に対し、賃上げを実施した事業者又は雇用者の増員を図った事業者で 



 

あること。 

 (5) 令和７年１月１日から令和７年 12 月 31 日までの間において、前号に掲げる 

条件により、前年同期と比較して賃金総額を３％以上増加させた事業者である 

こと。 

(6) 直近の事業年度において、法人は法人税申告、個人は所得税の確定申告を行 

っている事業者であること。 

 (7) 労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法等の労働関係法令等を遵守してい 

る事業者であること。 

 (8) 町内事業者向けアンケートに協力できる事業者であること。 

２ 前項の規定にかかわらず、対象者のうち、次の各号に掲げる事業者は支給対象 

から除くものとする。 

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 

号）に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業に係る「接客業務受託営 

業」を行う事業者 

 (2) 政治団体 

 (3) 宗教上の組織若しくは団体 

 (4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号） 

  第２条に規定する暴力団又は暴力団員が経営し、又は経営に関与しているもの 

若しくは今後関係を持つ意思がある事業者 

 (5) 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）、破産法（平成 16 年法律第 75 号）、会 

社更生法（平成 14 年法律第 154 号）その他倒産等に関する法律のいずれかに係 

る手続きについて申立てを行っている事業者 

 (6) その他本支援金の趣旨から適当でないと町長が判断する事業者 

（支給額） 

第４条 支援金の額は、雇用者１名につき、１万円とし、上限は 10 万円とする。 

２ 本支援金の支給は、１事業者につき１回限りとする。 

（支援金の申請及び請求） 

第５条 支援金の支給を受けようとする者（以下、「申請者」という。）は、嵐山

町小規模事業者等賃上げ雇用拡大支援金支給申請書兼請求書（様式第１号）を令



 

和８年８月 31 日までに町長に提出しなければならない。 

（支給申請書兼請求書の添付書類） 

第６条 前条の申請における添付書類は、次のとおりとする。 

(1) 前年分と比較した賃金総額の比較ができる書類の写し 

 (2) 確定申告書の写し 

  ア 法人の場合 直近事業２年分の確定申告書（別表一）及び法人事業概況説

明書（１～２ページ） 

  イ 個人の場合 令和６年分、令和７年分の確定申告書（確定申告書第一表）

及び所得税青色申告決算書又は収支内訳書（いずれも１～２ページ） 

 (3) 誓約・同意書（様式第２号） 

 (4) 振込先口座が分かる通帳の写し 

 (5) その他町長が必要と認める書類 

 （支給の決定等） 

第７条 町長は、第５条の申請があったときは、速やかにその内容を審査のうえ、

支給の可否を決定し、その結果を嵐山町小規模事業者等賃上げ雇用拡大支援金支

給決定通知書（様式第３号）により申請者に通知するものとする。 

２ 前項により支援金の支給を決定したときは、速やかに決定通知書に記載された

決定金額を申請者が指定する口座に振り込むものとする。 

（支給の決定の取消し） 

第８条 町長は、前条の規定による支援金の支給を受けた者（以下「支援金支給決

定者」という。）が偽りその他不正の手段により支給を受けたときは、支給の決定

を取り消すことができる。 

 （支援金の返還） 

第９条 町長は、前条の規定により支給の決定を取り消した場合において、既に支

援金が支給されているときは、支援金支給決定者に対し、嵐山町小規模事業者等

賃上げ雇用拡大支援金返還命令書（様式第４号）により期限を定めてその返還を

命ずるものとする。 

 （その他) 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 



 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 （失効） 

２ この要綱は、令和９年３月 31 日限り、その効力を失う。 


